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知的財産をめぐる我が国の状況知的財産をめぐる我が国の状況
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グローバル化グローバル化

知識経済化知識経済化

オープン化オープン化

グローバル消費市場の登場
○ＢＲＩＣｓ経済の急拡大により潜在的市場規模は急拡大。
○一方で日本市場含め先進国経済の市場規模は頭打ち。

グローバル労働市場の登場
○冷戦終結以降はロシア、中東欧、中国、インドが市場経済化し、
労働人口は倍増。14.6億人（1990年）→29.3億人（現在）

企業間関係のオープン化
○産業構造は、「ピラミッド（系列）」型から、「ネットワーク（オープン）」型
（「砂時計」型）へ移行。

イノベーションのオープン化、顧客志向
○多くの日本企業は、コア技術への選択と集中。その結果、自社にない技
術は外部に広く求める協創型に転換。
○既存の技術分野を超えて異業種の技術を組み合わせることで付加価値
を創造する可能性が拡大。

「有形資産」から「知的資産」へ
○競争力を規定するのは、設備・資本等の「有形資産」から、ビジネスモデ
ル・知財・ノウハウ等の「無形資産」（知的資産）に移行。
○イノベーションそのものが狭い意味での「技術革新」から、製品・サービ
ス・組織・ビジネスモデル・デザインの革新と組み合わせるものへと変化。

オープンな知識創造プロセスへ
○産業構造がオープン化し、ネットワーク型に移行するにつれて、知的創造のメ

カニズムもオープン化。

現代の産業構造をめぐる３つの潮流現代の産業構造をめぐる３つの潮流

（資料）

産業構造審議会基本問題検討小委員会報告書

「知識組替えの衝撃～現代の産業構造変化の本質」

（２００８年７月）より特許庁作成
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○世界の輸出額は２００１年以降、急増。アジア各国等、新興勢力が台頭。
○国内企業、先進国企業だけでなく、アジア各国等、新興国企業も含めたグローバルな競

争が激化。
○先進国「１０億人」＋新興国「４０億人」からなる 「５０億人」の新・世界市場が出現。

新興国勢力の台頭による世界市場での競争の激化新興国勢力の台頭による世界市場での競争の激化

【世界における輸出額推移】 ％

日本, 8%  ,アジア
13%

 ,その他
79%

1990年

【全世界市場における各国輸出シェア】

(備考）１．IMF “Direction of Trade Statistics” により作成。
２．シェアは当該国輸出額／全世界輸入額にて算出。
３．中国については香港の輸出を含み、アジアについては域内輸出を含み日本を除く。(資料)内

閣府「平成２０年度 年次経済財政報告」（２００８年７月）第1-2-20図
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イノベーション環境の変化イノベーション環境の変化

○経済のグローバル化の進展、情報技術の発展により、国内のみならず海外の優れたリ
ソースを活用する機会が増加。企業同士の合従連衡も激化。
○外部の知識や技術を有効活用するオープン・イノベーションの重要性が高まっている。

○市場ニーズの変化が加速化、技術が高度化、複雑化
→ 様々なリソースを適切に組み合わせることにより如何にして研究開発や設備投資の効率性を向上

させていくかがキーポイント

○経済のグローバル化が進展
→ 国内のみならず海外の優れたリソースを活用する機会が増加

○情報技術が発展
→ 有用な知識や技術へのアクセスが容易化、存在範囲は拡大
→ 企業同士の合従連衡も激化

「厳しい競争環境の下、各企業がイノベーションの効率性を上げ、競争力強化につなげて
いくためには、外部の知識や技術を有効に活用するオープン・イノベーションの考え方の
重要性はますます高まっていくものと予想される。」

※知財戦略本部・知的財産による競争力強化専門調査会
「オープン・イノベーションに対応した知財戦略の在り方について」（2008年3月）より）
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有望分野へ
研究開発資源を投入特許特許となるもの

は約半分

拒絶査定拒絶査定
されるもの
は約半分

我が国の我が国の企業の企業の研究開発費は研究開発費は
総額約１総額約１８．５８．５兆円兆円(200(20077年年度度))

約９．０兆円 約約９．５９．５兆円兆円

研究開発投資の効率向上研究開発投資の効率向上

・先行技術調査の徹底により、

重複した研究開発投資を回避

・特許庁の審査結果を現場に迅速にフィード
バックすることにより研究開発を再評価、効率化

特許審査リソースの有効活用特許審査リソースの有効活用
・国際競争力強化に必要な重要特許への

特許審査リソースの有効活用

企業の研究開発と特許査定率

有望分野へ
研究開発資源を投入

平均３．０年

出願時で調査可能な特許公報 ９５％

拒絶理由に使用された内、最新の引用文献の公知年の分布
（着手された出願のうち2007年に拒絶査定になった案件を対象）

出願から何年前の公開公報により拒絶されたか

出
願
時
点

研究開発開始時点から特許出願までのリードタイ
ムを、１年とすると研究開始時に７３％、２年とする
と研究開始時に４９％の同一又は類似技術の公
報が発見可能。

研究開発投資効率の向上を目指して研究開発投資効率の向上を目指して～～効率的なイノベーションの促進効率的なイノベーションの促進～～

具体的対策
RR＆＆DD戦略の管理強化戦略の管理強化

出願と審査請求の質管理の強化出願と審査請求の質管理の強化
・先行技術調査の徹底による、
①R＆Dの先進性評価
②特許性事前評価のレベルアップ
・権利化が不要になった出願の取り下げ
（審査請求料金の半額返還）

↓

Ｒ＆Ｄと特許取得の効率化、コスト削減Ｒ＆Ｄと特許取得の効率化、コスト削減
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イノベーションを支える知財システムイノベーションを支える知財システム

国際的な競争力を強化国際的な競争力を強化

イノベーション創出・促進策の推進イノベーション創出・促進策の推進

知財システムの構築・強化
研究開発（創造）から活用まで

知財システムの構築・強化
研究開発（創造）から活用まで
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特許庁の取組特許庁の取組
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○特許審査の迅速化

特許庁が抱える３つの課題特許庁が抱える３つの課題

○特許の質

○オープンイノベーションに対応した特許システム
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外国出願外国出願
約４割約４割

１７６万件１７６万件外国への出願（PCTルート出願）

外国への出願（直接外国出願）

内国への出願
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世界の特許出願動向①世界の特許出願動向①
－世界の特許出願総数と外国出願が占める割合－－世界の特許出願総数と外国出願が占める割合－

７０万件７０万件

出願年 出典：WIPO PATENT REPORT2008
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世界の特許出願動向②世界の特許出願動向②

・日米欧中韓
約３０％が相互に重複（約141万件中、約42万件）

・日米欧
約２５％が相互に重複（約99万件中、約25万件）

・日米欧中韓
約３０％が相互に重複（約141万件中、約42万件）

・日米欧
約２５％が相互に重複（約99万件中、約25万件）

各国に重複して出願されるケースの増加（2007年）
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特許審査ハイウェイ（特許審査ハイウェイ（PPHPPH））

世界的な特許出願増による
審査待ち期間の長期化

世界的な特許出願増による
審査待ち期間の長期化

海外での早期権利化
各国特許庁の審査負担減・審査の質の向上

海外での早期権利化
各国特許庁の審査負担減・審査の質の向上

特許審査ハイウェイ特許審査ハイウェイ特許審査ハイウェイ
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2008年9月
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審査結果の相互利用審査結果の相互利用 拡大する特許審査ハイウェイ（拡大する特許審査ハイウェイ（PPHPPH）ネットワーク）ネットワーク

: 協議中
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特許庁間の更なる国際協力へ向けて（特許庁間の更なる国際協力へ向けて（PCTPCT＋＋PPHPPH））

WIPO

PCT

５庁（日米欧中韓）

三極（日米欧）

Other Offices

PPH
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PPH,SHARE,PCT等既存のシステムの最大限の利用

共通文献データベース共通文献データベース共通文献データベース 共通出願様式共通出願様式共通出願様式

ハイブリッド分類への共通アプローチハイブリッド分類への共通アプローチハイブリッド分類への共通アプローチ 共通トレーニングポリシー共通トレーニングポリシー共通トレーニングポリシー

サーチ戦略の共有化と
文書化に向けた共通アプローチ
サーチ戦略の共有化とサーチ戦略の共有化と
文書化に向けた共通アプローチ文書化に向けた共通アプローチ 相互機械翻訳相互機械翻訳相互機械翻訳

共通のサーチ及び審査支援ツール共通のサーチ及び審査支援ツール共通のサーチ及び審査支援ツール 審査実務と品質監理の共通ルール審査実務と品質監理の共通ルール審査実務と品質監理の共通ルール

サーチ及び審査結果への共通アクセスサーチ及び審査結果への共通アクセスサーチ及び審査結果への共通アクセス 審査の共通統計パラメータシステム審査の共通統計パラメータシステム審査の共通統計パラメータシステム

ワークシェアリングの取組ワークシェアリングの取組

１０の基礎プロジェクト１０の基礎プロジェクト –– ワークシェアリングのためのプラットフォームワークシェアリングのためのプラットフォーム

サポート及び推進サポート及び推進

(EPO)(EPO)

(EPO)(EPO)

(USPTO)(USPTO)

(USPTO)(USPTO)

(JPO)(JPO)

(JPO)(JPO)

(KIPO)(KIPO)

(KIPO)(KIPO)

(SIPO)(SIPO)

(SIPO)(SIPO)

ワークシェアリングの取組と１０の基礎プロジェクトワークシェアリングの取組と１０の基礎プロジェクト
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実施関連
21.4%

ＴＬＯ
0 .3%

大学等
2.3%

公的機関
0.7%

外国関連
36 .2%

中小企業
23 .3%

個人
15 .8%

１０月１日試行開始

・現行早期審査の要件中、極めて重要性の高い
「実施関連」かつ「外国関連」を満たす出願

・オンライン手続の出願に限定

【審査順番待ち期間】

・申立から１ヶ月以内
・更に、申請から最終処分までを短縮
審査期間（申請からＦＡまで、応答から再着まで）、

意見書・補正書の応答期間を各々１ヶ月に短縮

【要件】

【現行早期審査】

下記の何れか一つ

①実施関連出願（重要性）

②外国関連出願（重要性）

③中小・個人等の出願（中小等支援策）

【スーパー早期審査制
度】

（２００７年７月、１０月、２００８年１月、４月
計４ヶ月分：３０２９件）

【現行早期審査の事情別内訳】

【要件】

【審査順番待ち期間】

申立から平均２．２ヶ月

更
に
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①事業として実施を予定して
　いるものが対象

②外国関連を
　対象に追加

③中小企業、個人、
　大学等を対象に追加

【早期審査申請件数の推移】

出願人の多様なニーズへの対応出願人の多様なニーズへの対応 ～早期審査の利用促進～～早期審査の利用促進～
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特許庁が抱える３つの課題特許庁が抱える３つの課題

○特許審査の迅速化

○特許の質

○オープンイノベーションに対応した特許システム
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（１）品質監理の基本的な考え方

「品質監理サイクル」

Plan:
実施計画の策定
関連施策担当課

Act:
関連施策の検討・実施

関連施策担当課

Check:
審査の事後的測定・分析

品質監理室

決裁者による
チェック

実施計画の策定

審査、国際調査等
(審査官の自己管理)

関連施策
の検討・実施

Do: 審査、「品質管理」の実施 技術単位

継続的
改善

審査の質の維持・向上審査の質の維持・向上

出願人
・

代理人

出願/審査
審査部技術単位

意見交換

調整課品質監理室

個別案件分析

ユーザ調査

統計的分析
・サンプルチェック・審査結果
・無効審決等分析 ・ユーザ評価

審査結果の
サンプルチェック

（顧客）
改善
提案

レビュー＆継続的改善

・審査基準・運用の改善
・各種研修の充実
・審査ツールの充実
など

関連施策担当課

内容ﾁｪｯｸ

審
査
官

管
理
職

審査官協議 / 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ長協議

審査

改善施策
の実施

ユーザ

（２）特許審査の品質監理体制のイメージ

審査結果のサンプルチェック

ユーザ評価の分析

品質向上の施策実施

国際協議を通じた品質監理手法

の整備
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Ｗｅｂ情報

国内外特許文献

非特許文献

商用データベース
学術文献

許諾に基づく参照

特許情報へのアクセス

社内
データ

学内
データ

中国・韓国特許文献
(機械翻訳)

大学・研究機関 企業

特許庁

マニュアル・カタログ等

1. コンテンツの共有と拡充
大学・企業等との技術情報データの共有
大学・企業等が保有する外部データベースと特許庁の
データベースとの連携の強化等を図る。
特許庁の保有するコンテンツの拡充
中国語・韓国語の特許文献等の技術情報等の収集・蓄積
を図る。

2. システム(検索機能等)のオープン化/共有
効率的な検索を可能とするツールを開発し、外部ユー
ザーと共有する。
・概念検索、図形イメージ検索、
・検索エンジンの強化ルール、
・翻訳辞書・シソーラス辞書 等

ポジティブなフィードバック

3. フィードバックメカニズムの構築
民間による更なる開発を促進し、それをさらに特許庁のシステムにも反
映する仕組みを構築。

ポジティブなフィードバック

特許庁のコンテンツとシステム
を外部にオープンに

特許庁新検索システムの開発に際して、大学・企業等のイノベーション促進にも資するように可能な限りオープンな形を採用

し、特許情報とグローバルに存在している技術情報をシームレスに(継ぎ目なく)検索できる環境を整備する。

シームレスな検索環境の検討シームレスな検索環境の検討
～官民のＷＳにも資する特許庁の新検索システム開発～～官民のＷＳにも資する特許庁の新検索システム開発～
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日本版コミュニティーパテントレビュー日本版コミュニティーパテントレビュー(CPR)(CPR)の試行の試行

情報通信技術の進歩やイノベーションのグローバル化等を背景に、技術情報が、論文・書籍等の様々な形態で世界中に
散在。
そのような中、企業・大学の研究者・技術者等からの情報を収集・活用できれば、特許審査の更なる効率化と質の向上に
つながる可能性がある。
米国では、２００７年６月よりパイロットプロジェクトを試行中。（※）

（※）初年度はソフトウェア分野のみ。二年目は、ビジネス方法発明にも拡張して試行を継続。

我が国においても、その有効性を調査・分析するために、２００８年７月に試行を開始。１２月に終了。
２００８年１２月８日に募集を終了し、審査官に対し、アンケートを実施中。

特許庁企業から提供された特許出
願

先行技術文献提出コ
メント提出

特許出願

特許出願

特許出願

文献

ID/PWの発行
レビュアー

ＣＰＲ運営事務局

文献

先行技術文献

提出

（企業・大学研究者、知財関係者等）

レビュー対象出願の掲載
企業や大学、学会等にレビュアーを募集
レビュアーへのID/PW発行
Webの管理
提出された技術文献を特許庁へ提出

実績：レビュー対象出願総数：３９件（１6社より提供）

レビュアー登録数：２５３人

レビューされた案件数：３８件
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【情報提供件数の推移】

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

（件数）

年度
※提供された文献等を拒絶理由通知に通知した案件／情報提供を受けた案件

【情報提供の利用率 】
※

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

物理系 機械系 化学系 電気系 全体

審査の的確性及び迅速性の向上のため、情報提供を広く受付けている。
２００９年１月より、現在書類の提出に限られている情報提供をオンラインでも可
能とした。（インターネット電子出願システムのみ）

情報提供制度情報提供制度
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知財紛争

（１）審査の上級審 → ①拒絶の妥当性判断（拒絶査定不服審判）
②権利の信頼性向上（異議申立）

（２）紛争の早期解決 → ①特許の有効性の判断（無効審判）
②権利範囲の公的鑑定（判定）

最高
裁判所高等裁判所

特許庁審査部

地方裁判所

無効審判(約520件/年)
判定(約110件/年)

拒絶査定不服審判(約35,500件/年)
異議申立(約610件/年)

取消審判(商標)(約1,750件/年)

審決取消訴訟(約430件/年)
特許庁審判部

情報交換情報交換

審判の位置づけ審判の位置づけ

控訴(約90件/年)

知的財産高等裁判所

意・商

特・実

訂正審判（特許）(約150件/年)

・特許・実用・意匠・商標合計
・2007年の数値

審判の役割審判の役割

審判制度の概要審判制度の概要

侵害訴訟(約270件/年)
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特許庁が抱える３つの課題特許庁が抱える３つの課題

○特許審査の迅速化

○特許の質

○オープンイノベーションに対応した特許システム
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特定通常実施権登録制度：
○通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登録番号を特定しない「特定通常実施権許
諾契約」、いわゆる「包括的ライセンス契約」に基づく通常実施権者の事業活動を保護。

○特定の製品や技術分野で許諾範囲を特定する「特定通常実施権許諾契約」による通常実施権を特定通常実施
権登録簿に登録することにより、第三者対抗力を具備。

○これまでの登録制度では①個々に特許番号を特定し登録することが必要であり、②ライセンシー（特許権の実
施権者）、実施範囲は公示されるが、本制度では①包括的ライセンス契約毎に特許の通常実施権を登録でき、
②ライセンシー、実施範囲、通常実施権の許諾対象を特定するために必要な事項は非公示。

○特許権が譲渡された場合であっても、引き続きライセンシーが特許発明を実施可能。

【従来】 【現在】
旧権利者

特許権譲渡

包括的ライセンス

契約

包括的ライセンス

契約
ライセンシー

ライセンシー

新権利者旧権利者

特許庁

特許権譲渡

契約ごとに

通常実施権を登録

新権利者

登録事項

証明書を交付

差止請求
高額賠償金

特許発明を

実施可能

事業活動・研究開発活動

停止のおそれ

戦略的に事業活動・

研究開発活動を展開

特許の包括ライセンスに係る登録制度の創設特許の包括ライセンスに係る登録制度の創設（平成２０年１０月～）（平成２０年１０月～）

詳細は次のＵＲＬをご確認下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm
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○特許の「出願段階」におけるライセンスに係る登録制度の創設 〈特許法〉
・大学TLOや中小・ベンチャー企業等で活用ニーズが強い「特許の出願段階における
ライセンス（他者への実施許諾）」を保護するための登録制度を創設。
（登録によりライセンシーが第三者対抗力を具備。）

○現行の通常実施権登録制度の活用に向けた見直し 〈特許法・実用新案法〉
・ライセンスの拡大等によるライセンシー保護の必要性の高まりを踏まえ、特許権・

実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強い登録事項
（①ライセンシーの氏名等、②通常実施権の範囲）の開示を一定の利害関係人※に限定。

※ライセンサー、ライセンシー、対象特許権の取得者、破産管財人等。

特許権者
（ライセンサー）

譲受人等
権利の移転

現行の通常実施権登録制度

通常実施権者
（ライセンシー）

通常実施権許諾契約
（ライセンス契約）

破産、
事業譲渡等

差止・損害賠償請求
契約解除

登録

（事前に特許庁に登録すれば第
三者対抗力を具備）

通常実施権等登録制度の見直し通常実施権等登録制度の見直し
（特許法等の一部を改正する法律（特許法等の一部を改正する法律 平成２平成２１１年４月年４月施行施行））
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